
日弁連総第７４号

平成１４年１月３１日

弁 護 士 会 会 長 殿

日 本 弁 護 士 連 合 会

会 長 久 保 井 一 匡

市民窓口の設置及び紛議調停制度の改善に関するお願い

当連合会では，司法制度改革の一環として弁護士及び弁護士会あり方について審議しておりま

すところ，綱紀・懲戒制度の問題と表裏の関係にある弁護士及び弁護士会への苦情処理及び紛議

調停制度に関しても「苦情処理・紛議調停問題検討ワーキンググループ」において検討を行って

きた結果，平成１３年９月７日付で「全国の弁護士会に会員及び会に対する苦情等を受け付ける

市民窓口の設置と紛議調停制度の運営改善」を内容とする別紙の意見書が提案されました。同意

見書につきましては，規定を整備し実務を運営する各弁護士会の意見を事前にお聴きする必要が

あることから，１０月３日付で意見照会を申し上げましたところ，従来は市民窓口を設置してい

なかった８会を含め，２１会より上記意見書にほぼ賛同いただく回答を得ました。

そこで当連合会としては，弁護士及び弁護士会の活動範囲が飛躍的に広がっていくうえで，弁

護士業務に対する苦情や紛議調停制度の運用を改善するとともに，弁護士会活動についても，市

民の声を聞く何らかの態勢が必要と考えて，本年１月１８日の理事会において，各弁護士会に対

し，同意見書を参考に市民窓口の設置を中心とした下記の事項を要請することを決議いたしまし

たので，早急に取り組み，実施していただきたくお願い申し上げます（できましたら，貴会での

制度実施の予定表を平成１４年５月末日頃までに日弁連までお知らせいただければ幸いです 。。）

なお，当連合会におきましては，各弁護士会における運営状況及び処理方法の意見交換，苦情

相談の公表基準などに関する意見交換の場として 「市民窓口及び紛議調停に関する全国連絡協，

議会」を設けて，速やかに全国的な熟成した制度となっていくよう努める所存です。

記

１．市民窓口（苦情処理）について

(1) 苦情処理等の市民窓口を未設置の弁護士会においては早急に設置いただくこと。

(2) 上記窓口の運営等について，意見書添付の規則案を参考に規則等の整備を行うこと。

既に市民窓口を運営されている弁護士会では，受付処理に関して独自の処理票を使用されている※ 付記

と存じますが，現在当連合会では弁護士及ぶ弁護士会に関する統計資料というべき「弁護士白書」の刊行

作業を進めており，市民窓口に寄せられる苦情や意見等につきましても掲載する方向で検討中ですので，

データを統一する関係上，意見書に添付の「処理票」の方式へ移行していただければ幸いです。

２．紛議調停制度の改善について

(1) 調停委員による和解案の積極的提示，会員の誠実応答義務（少なくとも調停委員の提示に

ついて誠実に検討する）などの規定を整備し，実効ある制度に改善すること。
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市民窓口の設置に関する規則（参考案）

（目的）

第１条 本会は，本会又は会員に対する市民の要望又は苦情（以下、本会に対するものを

「会苦情 、会員に対するものを「会員苦情 、両者を併せて「苦情」という ）を適切」 」 。

かつ迅速に処理するため，市民の苦情等相談窓口（以下「市民窓口」という ）を設置。

する。

（職務）

第２条 市民窓口の受付は，口頭（電話を含む ）又は文書（ファクシミリを含む ）で。 。

行う。

（対応者）

第３条 苦情は，会長又は副会長が対応する。

（会員に対する通知）

第４条 会員苦情に対応した会長又は副会長（以下「苦情対応役員」という ）は，会員。

苦情の対象たる会員（以下「苦情対象会員」という ）に対して、苦情又は要望の要旨。

を通知する。ただし，会員苦情を申し出た者（以下「会員苦情申出人」という ）が通。

知を希望しないとき，通知することが相当でないときその他正当な理由があるときは，

この限りでない。

（苦情対応役員の権限）

第５条 苦情対応役員は，会員苦情につき，苦情対象会員その他の関係人から事情を聴取

し，又は照会をすることができる。

２ 苦情対応役員は，会員苦情につき、必要に応じて，苦情対象会員に対し，助言又は指

導を行うことができる。

３ 苦情対応役員は，苦情対象会員につき弁護士法第５６条に定める懲戒の事由があると

思料するときは，直ちに会長に報告する。

（会員の協力義務）

第６条 会員は，前条第一項に基づく苦情対応役員からの事情聴取又は照会に対し、誠実

に協力しなければならない。

２ 会員は、前条第二項に基づく苦情対応役員からの助言又は指導に対し、誠実に対応し

なければならない。

（紛議調停等の説明）

第７条 苦情対応役員は，会員苦情申出人に対し，紛議調停制度又は懲戒制度の趣旨及び

手続を説明することができる。

２ 苦情対応役員は，前項の説明をするときは，会員苦情申出人の真意を的確に把握し，
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苦情対象会員に対する紛議調停の申立て又は懲戒請求をいたずらに慫慂してはならない。

（会員苦情の通知等）

第８条 会長又は副会長は，会員苦情の処理を速やかに終了させ，必要に応じて、その結

果を会員苦情申出人に通知する。

（会苦情の回答等）

第９条 会長又は副会長は，会苦情の処理を速やかに終了させ、必要に応じて、当該会苦

情を申し出た者に回答する。

（事案の記録）

第１０条 市民窓口において受け付けた事案の内容と処理の経過は，すべて文書で記録し，

保管する。

（報告・公表）

第１１条 会長は，市民窓口に対する苦情等の概要及び処理結果を，会員に報告するとと

もに，必要と認められるときは，市民窓口の運用状況を一般に公表する。

２ 前項の報告又は公表については，関係人の名誉又はプライバシーを侵害しないよう十

分な配慮をしなければならない。

（秘密の保持）

第１２条 本会の役員及び職員は，市民窓口において職務上知ることのできた秘密を漏ら

してはならない。その職を退いた後も，同様とする。

附 則

この規則は，日本弁護士連合会の承認があった日から施行する。

［参考］

以下は，市民窓口の運営に関して委員会を設置する場合の参考条文案。

（運営委員会）

第 条 本会は，市民窓口の適正な運用を推進するため，市民窓口運営委員会（以下

「運営委員会」という ）を設置する。。

２ 運営委員会は，会長が委嘱する委員若干名で組織する。

３ 運営委員会の委員長は，会長がなり，委員の互選によって副委員長若干名を置く。

４ 運営委員会は，委員長が招集する。

５ 運営委員会は，次の事項を審議する。

① 苦情等の内容の検討，分析及び調査

② 市民窓口の運営上改善すべき点の検討



会 長 担当副会長 受付事務局

市 民 窓 口 処 理 票

受付日時 平成 年 月 日 時 分 受付方法 電話 来会 文書

対応日時 平成 年 月 日 時 分 対応者氏名

申 住 所 ふりがな
出
人 ＴＥＬ： （ ） 氏 名

区申 １．弁護士に対する苦情 ２．会の活動・事業の苦情
分出 ３．その他（ ）

１．依頼者と受任弁護士の と 対

対 氏 名 ２．相手方弁護士関 申 象
象 登録番号 （ ） ３．その他係 出 会

会 ＴＥＬ： （ ） （ ）人 員
員

件 名 （ ）

種業 １．民事 ２．刑事（私選・国選・当番弁護士・その他） ３．家事
類務

の ４．破産・債務整理 ５．法律相談 ６．その他（ ）

弁 の苦 １．終結結果への不満 ２．処理の仕方 ３．処理の遅滞 ４．対応・態度等
護 区情
士 分等 ５．報酬（一般的質問・額の不満） ６．その他（ ）
に
対
す 苦
る
苦 情
情
の の
内
容 概

要

１．懲戒制度・紛議制度・報酬制度を説明した。
２．懲戒請求・紛議調停申立書モデルを（渡し・送付）した。

苦 ３．依頼した弁護士とよく相談する（話し合う）よう勧めた。
４．法律相談を受けるよう勧めた。
５．苦情内容を文書にして出すよう勧めた。

情 ６．話を聞いてもらえばよいというだけで終わった。
７．被対象会員に対して，苦情のあったことを（ 伝えた 伝えない ）
８．対象会員に説明を求めた。

処 ９．対象会員に（ 助言 ・ 指導 ・ その他［ ）をした。］
10．その他（ ）

理
処理結果の概要（経過）記載欄

結

果

回答 有・無 文書・口頭 回答日： 年 月 日 回答者


